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国
民
年
金
保
険
料
を
1
0
年
間
し
 

か
納
め
ず
、
あ
と
は
す
べ
て
未
納
 
 

だ
っ
た
B
さ
ん
の
場
合
は
、
ど
う
 
 

な
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

現
行
の
公
的
年
金
は
、
原
則
と
 
 

し
て
諮
年
以
上
加
入
し
な
い
と
、
 
 

1
円
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
 
 

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
。
曇
の
子
た
ち
が
将
来
、
豊
か
で
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
、
 
 

年
金
制
産
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
だ
一
（
栃
木
県
下
野
市
の
自
治
医
大
病
院
で
）
＝
加
藤
祐
治
撮
影
 
 

未
納
期
間
が
長
い
自
営
業
者
B
眉
ん
・
加
入
1
0
年
間
で
受
給
資
格
 
 

い
。
す
で
に
支
払
っ
た
1
0
年
分
は
 
 

〝
払
い
損
″
と
な
り
、
B
さ
ん
は
 
 

無
年
金
と
な
っ
て
し
琶
っ
。
 
 
 

読
売
案
で
は
、
受
給
資
格
期
間
 
 

を
1
0
年
間
に
短
縮
す
る
の
で
、
B
 
 

ぷ
ん
は
無
年
金
に
な
る
こ
と
を
免
 
 

れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
洛
け
だ
と
、
 
 

受
給
額
は
4
0
年
間
納
め
た
人
の
4
 
 

分
の
1
に
当
た
る
、
月
－
万
6
5
 
 

0
0
円
に
と
ど
ま
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
読
売
菓
で
は
、
「
最
 
 

低
保
障
年
金
」
を
新
設
し
、
現
行
 
 

制
度
で
は
低
年
金
に
な
る
人
に
対
 
 

し
て
も
、
1
人
当
た
り
月
5
万
円
 
 

を
保
障
す
る
こ
と
に
し
た
。
 
 

B
さ
ん
の
場
合
は
、
最
低
保
障
 
 

額
ぎ
万
円
と
の
差
額
に
当
た
る
3
 
 

万
3
5
0
0
円
が
補
て
ん
さ
れ
、
 
 

計
5
万
円
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
 
 

す
る
。
 
 
 

た
だ
、
最
低
保
障
年
金
は
、
現
 
 

役
時
代
に
所
得
が
低
い
な
ど
し
て
 
 

保
険
料
を
納
め
ら
れ
ず
、
高
齢
に
 
 

な
っ
て
も
あ
ま
り
収
入
が
な
い
人
 
 

低所得で一人暮らしのフリータ⊥ぢざん   

保険料免除制度を活用   の
生
活
費
を
保
障
す
る
の
が
目
的
 
 

だ
。
従
っ
て
、
6
5
歳
を
過
ぎ
て
年
 
 

金
受
給
年
齢
に
な
っ
た
段
階
で
年
 
 

収
2
0
0
万
円
超
の
高
齢
者
世
帯
 
 

は
、
支
給
の
対
象
と
し
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
1
0
年
間
の
受
給
資
格
期
 
 

間
を
満
た
し
て
い
な
い
人
で
も
「
 
 

新
制
度
の
開
始
時
に
限
っ
て
保
険
 
 

料
の
「
特
例
的
付
」
を
認
め
る
の
 
 

で
、
過
去
の
未
納
期
間
分
を
一
括
 
 

し
て
追
納
す
れ
ば
、
給
付
を
受
け
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 

自
営
業
者
や
短
時
間
労
働
者
が
支
払
 
 

う
国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
現
行
制
度
 
 

で
も
低
所
得
者
向
け
に
、
所
得
に
応
じ
 
 

セ
4
段
階
の
免
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
 
 

い
る
（
表
参
照
）
。
 
 
 

た
だ
、
C
さ
ん
の
所
得
が
基
準
額
に
 
 

該
当
し
て
も
、
基
本
的
に
は
本
人
が
申
 
 

轟
し
な
い
限
り
、
免
除
を
受
け
る
こ
と
 
 

は
で
き
な
い
。
免
除
の
手
続
き
を
取
ら
 
 

ず
に
保
険
料
未
納
と
な
っ
て
い
る
人
が
 
 

相
当
数
に
の
ぼ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

読
売
案
で
は
、
虐
生
労
働
省
側
が
低
 
 

取
得
者
に
対
し
、
免
除
制
度
を
利
用
す
 
 

る
よ
う
積
極
的
に
働
き
か
け
を
行
っ
た
 
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
の
専
業
主
 
 

婦
が
、
自
分
で
保
険
料
を
納
め
な
 
 

く
て
も
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る
 
 

「
薦
3
号
被
保
険
者
制
度
」
に
つ
 
 

い
て
は
、
「
専
業
主
婦
を
優
遇
し
 
 

す
ぎ
て
い
る
」
な
ど
の
批
判
が
あ
 
 

る
。
そ
の
一
方
で
、
「
専
業
主
婦
 
 

に
は
、
育
児
や
介
護
に
追
わ
れ
て
 
 

い
る
人
が
多
い
。
保
険
料
な
し
で
 
 

も
老
後
保
障
を
す
る
べ
き
だ
」
と
 
 

い
う
主
張
も
根
強
い
。
 
 
 

本
社
世
論
調
査
（
0
7
年
‖
月
）
 
 

で
も
、
こ
の
制
度
の
扱
い
に
つ
い
 
 

て
は
、
「
こ
の
ま
ま
で
よ
い
」
が
 
 

5
4
％
、
「
改
め
る
必
要
が
あ
る
」
 
 

が
3
9
％
で
、
国
民
の
意
見
は
割
れ
 
 

て
い
る
。
現
実
に
約
1
0
8
0
万
 
 

人
が
こ
の
制
度
の
適
尉
を
受
け
て
 
 

お
り
、
．
新
た
に
負
担
し
て
も
ら
う
 
 

の
は
、
現
時
点
で
は
困
難
だ
ろ
う
。
 
 

南保険料免除の対象となる年間所得の目安  
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上
で
、
最
終
的
に
は
職
権
で
免
除
を
適
 
 

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
 
 

て
、
低
所
得
者
が
免
除
制
度
を
利
用
で
 
 

き
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
未
納
と
な
る
 
 

こ
と
を
防
ぐ
。
 
 
 

ま
た
、
た
と
え
ば
、
C
さ
ん
が
保
険
 
 

料
の
全
額
免
除
を
受
け
た
場
合
、
現
行
 
 

制
度
だ
と
老
後
の
年
金
は
3
分
の
1
の
 
 

国
庫
負
担
相
当
分
だ
け
し
か
受
け
取
れ
 
 

な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
読
売
案
で
は
「
最
低
 
 

保
障
年
金
」
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 

川
年
以
上
加
入
す
れ
ば
、
免
除
を
受
け
 
 

た
期
間
が
あ
っ
て
も
月
5
万
円
以
上
を
 
 

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
免
除
制
度
 
 

の
活
用
で
、
所
得
が
低
い
人
で
も
無
理
 
 

な
く
制
度
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
 
 

り
、
無
年
金
や
低
年
金
の
人
が
少
な
く
 
 

な
る
。
 
 
 

た
だ
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
 
 

は
「
2
0
0
4
年
年
金
改
正
で
、
厚
 
 

生
年
金
保
険
法
に
「
（
夫
の
納
め
た
 
 

保
険
料
は
）
配
偶
者
が
共
同
し
て
 
 

負
担
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
 
 

規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
年
金
の
離
 
 

婚
分
割
を
見
据
え
た
規
定
だ
が
、
 
 

こ
の
点
を
踏
ま
え
、
厚
生
年
金
の
 
 

保
険
料
は
半
分
を
妻
が
支
払
っ
た
 
 

も
の
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
だ
。
 
 
 

ま
た
、
非
正
規
労
働
者
の
厚
生
 
 

年
金
連
用
拡
大
で
、
「
第
3
号
被
 
 

保
険
者
」
の
数
自
体
が
少
な
く
な
 
 

っ
て
い
く
と
見
ら
れ
る
。
読
売
案
 
 

の
「
育
児
世
帯
の
保
険
料
無
料
化
」
 
 

は
、
自
営
業
者
の
妻
で
も
会
社
勤
 
 

め
の
女
性
で
も
、
出
産
か
ら
3
年
 
 

間
は
基
礎
年
金
の
保
険
料
が
夫
婦
 
 

と
も
無
料
に
な
る
の
で
、
不
公
平
 
 

感
の
緩
和
に
も
役
立
つ
。
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子
供
が
生
ま
れ
た
D
さ
ん
夫
妻
3
歳
に
な
る
ま
で
負
担
な
し
 
 
 

彦
和
語
黒
ば
限
定
的
だ
。
 
 

で
き
る
が
 

、
育
児
休
業
自
体
を
取
 
 

夫
婦
と
も
に
自
営
業
者
の
D
さ
 
 

ん
夫
妻
。
子
供
が
生
ま
れ
て
も
、
 
 

現
行
制
度
で
は
、
月
1
万
4
4
1
 
 

0
円
の
国
民
年
金
保
険
料
を
夫
婦
 
 

そ
れ
ぞ
れ
が
約
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
 
 

な
い
。
 
 
 

読
売
奏
で
は
、
子
供
が
3
歳
に
 
 

な
る
ま
で
、
夫
婦
と
も
に
保
険
料
 
 

を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
る
。
軽
 
 

ま
で
恩
恵
が
及
ぶ
。
益
業
に
と
っ
 
す
こ
と
な
ど
が
可
能
に
な
る
。
さ
 
 

こ
れ
に
対
し
、
読
売
実
は
育
児
 
て
も
、
基
礎
年
金
分
の
保
険
料
負
 
 

減
さ
れ
る
保
険
料
負
担
は
、
3
年
 
 

間
で
夫
婦
合
わ
せ
て
1
0
0
万
円
 
 

を
超
え
る
。
 
 
 

厚
生
年
金
に
加
入
す
る
会
社
員
 
 

も
、
基
礎
年
金
分
の
保
険
料
（
年
 
 

収
の
約
5
％
を
労
使
折
半
）
を
3
 
 

年
間
無
料
と
す
る
。
保
険
料
が
無
 
 

料
に
な
っ
た
分
は
、
税
で
肩
代
わ
 
 

り
す
る
の
で
、
そ
の
分
の
年
金
が
 
 
 

減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

子
育
て
世
帯
に
対
す
る
年
金
制
 
 

度
上
の
配
慮
措
置
と
し
て
は
、
廟
 
 

在
も
厚
生
年
金
の
加
入
者
に
対
 
 

し
、
育
児
休
業
を
取
得
レ
て
い
る
 
 

期
間
中
の
厚
生
年
金
保
倹
料
を
本
 
 

人
負
担
分
、
事
業
主
負
担
分
と
も
 
 

に
免
除
す
る
制
度
が
あ
る
。
最
長
 
 

で
子
供
が
．
3
歳
に
な
る
ま
で
利
用
 
 ら

に
、
こ
れ
ま
で
子
育
て
の
負
担
 
て
の
効
果
が
上
が
り
、
出
生
率
が
 
 

軽
減
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
 
上
昇
す
れ
ば
支
え
手
が
増
え
て
、
 
 

た
自
営
業
者
も
、
新
た
に
制
度
の
 
結
果
的
に
年
金
財
政
に
プ
ラ
ス
㌃
 
 

対
象
と
な
る
。
少
子
化
対
策
と
し
 
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
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博
 

会
社
員
の
妻
で
、
パ
ー
ト
で
週
で
は
納
め
て
い
な
い
∵
 
 
 

企
業
の
保
険
料
負
担
増
に
配
慮
 
 

2
0
聞
働
い
て
心
る
E
さ
ん
。
現
 
読
売
案
は
、
過
部
将
瀾
以
上
働
し
、
当
面
は
①
賃
金
が
月
9
万
8
 
 

号
被
保
く
パ
ー
ト
に
ま
で
、
厚
生
年
金
の
0
0
0
円
以
上
②
勤
務
期
間
が
ー
 
 

を
自
分
適
用
対
象
を
拡
大
す
る
。
た
だ
、
年
以
上
③
従
業
鼻
－
0
0
入
超
の
 
 

パ
t
で
働
く
主
婦
の
E
さ
ん
厚
生
年
金
の
適
用
も
 
 

企
業
に
勤
務
－
な
ど
の
条
件
を
 
 

満
た
す
人
だ
け
を
適
用
拡
大
の
対
 
 

象
と
す
る
。
 
 
 

E
さ
ん
が
こ
の
条
件
を
洛
た
す
 
 場

合
、
．
新
た
に
厚
生
年
金
の
加
入
 
 

者
と
な
り
、
厚
生
年
金
保
険
料
（
現
 
 

行
は
年
収
の
約
ほ
％
）
を
事
業
主
 
 

と
折
半
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
そ
の
代
わ
り
、
E
さ
ん
は
老
 
 

後
に
基
礎
年
金
だ
け
で
な
く
、
自
 
 

分
名
義
の
厚
生
年
金
も
受
け
取
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

読
売
秦
に
よ
っ
て
、
新
た
に
2
0
 
 

万
人
程
度
の
パ
ー
ト
が
厚
生
年
金
 
 

の
加
入
者
に
な
る
と
予
想
さ
れ
 
 

る
。
壷
業
主
の
年
金
保
険
料
負
担
 
 

は
、
年
2
0
0
億
円
程
度
増
え
る
 
 

と
見
込
ま
れ
る
。
 
 

一
方
、
こ
う
し
た
厚
生
年
金
の
 
 

適
用
対
象
者
と
な
ら
ず
、
自
営
業
 
 

者
と
同
じ
国
民
年
金
保
険
料
を
納
 
 

め
る
パ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
．
勤
め
 
 

先
の
会
社
が
給
与
か
ら
保
険
料
を
 
 

天
引
き
す
る
仕
組
み
に
変
え
吾
 
 

事
業
主
の
協
力
を
義
傷
っ
け
る
こ
 
 

と
に
よ
り
、
パ
ー
ト
が
未
納
者
と
 
 

な
る
こ
と
を
防
ぐ
の
が
狙
い
だ
。
 
 

現
在
は
社
会
保
険
庁
が
行
っ
て
い
 
 

る
保
険
料
徴
収
コ
ス
ト
（
年
6
0
 
 

0
億
円
）
の
一
部
も
削
減
で
き
る
。
 
 
 

「
記
録
漏
れ
」
問
題
で
は
、
事
 
 

業
主
が
厚
生
年
金
の
保
険
料
を
着
 
 

服
し
た
疑
い
の
あ
る
ケ
ー
ス
も
明
 
 

ら
か
に
な
っ
た
。
．
こ
う
し
た
事
態
 
 

を
防
ぐ
た
め
、
所
管
す
る
行
政
組
 
 

織
が
保
険
料
の
納
入
状
況
を
チ
ェ
 
 

ッ
ク
、
給
与
明
細
書
に
も
天
引
き
 
 

し
た
保
険
料
額
を
明
記
さ
せ
る
な
 
 

ど
、
事
業
主
に
よ
る
横
領
な
ど
が
 
 

起
き
に
く
い
仕
組
み
を
整
え
る
。
 
 23   
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生活保護を受給する無年金の高齢者Fさん  

月5万円＋「基準」に不足する分  

見
ら
れ
る
。
 
 

保
険
制
未
納
だ
っ
た
期
間
が
長
く
、
無
 
 

年
金
で
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
一
人
 
 

暮
ら
し
の
F
さ
ん
Ⅵ
場
合
は
、
ど
う
な
る
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

生
活
保
護
は
、
寮
法
2
5
条
が
定
め
る
「
健
 
 

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
を
保
 
 

障
す
る
制
卑
生
括
に
囲
っ
た
人
が
資
産
 
 

や
働
く
能
力
な
ど
の
す
べ
て
を
活
用
し
て
 
 

も
収
入
が
厚
生
労
働
相
の
定
め
る
基
準
に
 
 

居
か
な
い
場
合
、
年
齢
な
ど
に
か
か
わ
り
 
 

な
く
、
足
り
な
い
部
分
だ
け
が
支
給
さ
れ
 
 

る
仕
組
み
だ
。
 
 
 

6
5
歳
の
F
さ
ん
に
、
保
険
料
を
納
付
し
 
 

た
期
間
が
1
0
年
あ
れ
ば
、
基
礎
年
金
と
最
 
 

低
保
障
年
金
を
合
わ
せ
て
月
5
万
円
を
受
 
 

給
で
き
る
 

F
さ
ん
に
年
金
以
外
の
収
入
が
な
け
れ
 
 

ば
、
生
活
保
護
か
ら
基
準
に
足
り
な
い
分
 
 

が
支
給
さ
れ
、
引
き
続
き
家
賃
の
扶
助
を
 
 

受
け
る
こ
と
な
ど
も
で
き
る
。
 
 

一
方
、
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
人
は
、
 
 

月
5
万
円
の
年
金
受
給
が
保
障
さ
れ
る
こ
 
 

と
で
、
生
洒
保
護
の
対
象
外
と
な
る
場
合
 
 

も
あ
る
。
 
 

厚
生
労
働
省
の
推
計
に
よ
る
 
 

と
、
6
5
歳
以
上
で
無
年
金
の
高
齢
 
 

者
約
4
2
万
人
の
う
ち
、
7
割
程
度
 
 

が
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
と
 
 
 

現
行
の
基
礎
年
金
は
、
4
0
年
間
 
 

加
入
す
る
と
満
額
の
月
6
万
6
0
 
 

0
0
円
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
金
 
 

額
が
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
よ
っ
 
 

て
は
生
活
保
護
の
基
準
額
を
下
回
 
 

る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
、
加
入
者
 
 

の
保
険
料
納
付
意
欲
が
低
下
す
る
 
 

要
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

単
身
世
帯
に
つ
い
て
見
る
と
、
 
 

東
京
都
区
部
に
住
む
6
5
歳
の
場
 
 

合
、
生
活
扶
助
基
準
額
は
月
8
万
 
 

′
8
2
0
円
で
、
基
礎
年
金
の
満
額
 
 

加
入
者
の
不
満
を
緩
和
 
 

を
約
2
割
上
回
る
。
読
売
案
で
基
 
 

礎
年
金
の
満
額
が
月
7
．
万
円
に
増
 
 

え
れ
ぼ
、
生
活
保
護
水
準
と
の
差
 
 

が
縮
ま
る
。
 
 
 

夫
婦
世
帯
に
つ
い
て
見
る
と
、
 
 

夫
婦
と
も
に
6
5
歳
の
場
合
、
生
活
 
 

扶
助
基
準
額
は
最
も
高
い
東
京
都
 
 

区
部
で
も
月
1
2
万
－
9
4
0
円
。
 
 

夫
婦
で
基
礎
年
金
の
満
額
を
受
給
 
 

す
る
世
帯
（
月
日
万
円
）
の
ほ
う
 
 

が
、
約
1
万
8
0
0
0
円
高
い
。
 
 

年
金
加
入
者
の
不
満
は
、
や
や
緩
 
 

和
さ
れ
そ
う
だ
。
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▼
日
経
案
 
 
 

日
表
経
済
新
聞
社
は
今
年
－
 
 

月
、
基
礎
年
金
の
全
額
税
方
式
 
 

導
入
を
提
言
し
た
。
保
険
料
相
 
 

当
分
の
約
ほ
兆
円
を
消
費
税
に
 
 

置
き
換
え
る
た
め
、
年
金
目
的
 
 

と
し
て
消
費
税
率
を
新
た
に
5
 
 

％
前
後
引
き
上
げ
る
と
し
た
。
 
 
 

制
度
の
移
備
に
は
2
0
～
4
0
年
 
 

か
け
、
そ
の
間
は
現
行
制
度
で
 
 

の
保
険
料
納
付
期
間
と
新
制
度
 
 

に
な
っ
て
か
ら
の
国
内
居
住
期
 
 

間
に
応
じ
、
給
付
額
を
計
算
す
 
 

る
。
無
年
金
・
低
年
金
が
解
消
 
 

で
き
る
の
は
移
行
期
間
の
完
了
 
 

後
と
な
る
。
 
 
 

少
子
高
齢
化
の
進
行
と
未
納
の
増
加
で
、
年
金
制
度
の
将
 
 

来
を
不
安
視
す
る
声
が
強
ま
る
中
、
様
々
な
改
革
案
が
公
表
 
 

さ
れ
て
い
る
。
本
社
研
究
会
で
は
、
各
案
を
詳
細
に
検
討
、
 
 

問
題
点
を
分
析
し
た
。
 
 

医
療
・
介
護
の
財
源
触
れ
ず
 
 

」
「
 
－
 
 

こ
の
案
は
、
未
納
・
未
加
入
 
 

が
新
た
に
生
じ
る
の
を
防
ぎ
、
 
 

保
険
料
負
担
が
な
く
な
る
な
 
 

ど
、
利
点
は
多
い
。
だ
が
、
①
 
 

年
金
財
源
の
た
め
だ
け
で
大
幅
 
 

な
消
費
税
ア
ッ
プ
が
必
要
に
な
 
 

る
②
高
齢
化
に
伴
っ
て
増
え
る
 
 
 

簡
保
険
料
で
ま
か
な
う
部
分
 
 

I
受
給
額
 
 

自
民
党
の
野
田
毅
二
刀
自
治
 
 

国
税
で
ま
か
な
う
部
分
 
 

現役時代の所得→  

他の改革案を検証  

給
付
の
財
源
確
保
が
不
透
明
③
 
 

移
行
期
間
中
は
現
行
制
度
が
残
 
 

る
の
で
、
無
年
金
・
低
年
金
の
 
 

解
消
に
長
い
碍
間
が
か
か
る
 
 

卜
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
現
 
 

実
的
と
は
言
え
な
い
。
 
 
 

高
齢
化
の
進
展
で
年
金
以
上
 
 

に
給
付
が
膨
ら
む
医
療
や
介
護
 
 

▼
自
民
議
連
案
な
ど
 
 

解
消
で
き
ぬ
不
公
平
感
 
 

現役時代の所得一→   

の
財
源
確
保
が
、
十
分
に
考
慮
 
 

さ
れ
て
い
な
い
の
も
問
題
だ
。
 
 

税
方
式
の
導
入
で
、
年
約
3
兆
 
 

7
0
〇
．
〇
億
円
の
企
業
負
担
が
 
 

軽
減
さ
れ
る
。
日
経
実
は
「
非
 
 

正
規
労
働
者
の
厚
生
年
金
加
入
 
 

拡
大
に
使
う
」
と
し
て
い
る
が
、
 
 

実
現
へ
の
具
体
策
は
不
明
だ
。
 
 

相
が
会
長
を
務
め
る
議
員
連
盟
 
 

「
年
金
制
度
を
抜
本
的
に
考
え
 
 

ゑ
至
の
改
革
案
も
、
全
額
税
 
 

現役時代の所得→  

方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
保
険
 
 

料
を
廃
止
し
、
税
金
に
よ
っ
て
 
 

す
べ
て
の
高
齢
者
に
一
律
で
月
 
 

7
万
円
の
最
低
保
障
年
金
を
支
 
 

払
う
こ
と
が
柱
だ
。
 
 

た
だ
、
こ
の
最
低
保
障
年
金
 
 

は
、
未
納
・
未
加
入
者
に
も
給
 
 

付
す
る
た
め
、
2
0
0
9
年
度
 
 

時
貞
で
2
6
兆
円
程
度
の
財
源
が
 
 

必
要
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。
現
 
 

行
制
度
と
比
較
す
る
と
、
追
加
 
 

で
1
8
兆
円
程
度
が
必
要
で
、
消
 
 

費
税
率
を
7
％
程
度
引
き
上
げ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
ま
じ
め
に
保
険
料
を
納
め
 
 

て
き
た
人
」
と
「
保
険
料
の
未
 
 

納
が
多
か
っ
た
人
」
の
ど
ち
ら
 
 

も
ー
律
7
万
円
を
受
け
取
れ
る
 
 

と
い
う
不
公
平
の
問
題
も
あ
 
 

る
。
同
議
連
案
は
、
約
1
0
兆
円
 
 

あ
る
国
民
年
金
積
立
金
を
、
保
 
 

険
料
納
付
実
績
に
応
じ
て
分
配
 
 

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
 
 

が
、
満
額
を
受
け
取
る
権
利
が
 
 

あ
る
人
で
さ
え
、
積
立
金
の
分
 
 
 

配
は
月
5
0
0
0
円
程
度
に
と
 
 

ど
ま
る
。
不
公
平
感
の
解
消
策
 
 

と
し
て
は
、
十
分
と
は
亭
見
な
 
 

い
。
こ
の
ほ
か
、
麻
生
太
郎
・
 
 

前
幹
事
長
、
塩
川
正
十
郎
二
花
 
 

財
務
相
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
 
 

税
方
式
案
を
提
案
し
て
い
る
 
 

が
、
い
ず
れ
も
年
1
0
兆
円
を
超
 
 

え
る
巨
額
の
税
財
源
が
必
要
に
 
 

な
る
と
見
ら
れ
る
。
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▼
民
主
党
棄
 
 
 

民
主
党
案
は
、
「
税
方
式
」
 
 

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
 
 

保
険
料
に
よ
る
所
得
比
例
部
分
 
 

が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
 
 

は
社
会
保
険
方
式
を
採
用
し
て
 
 

い
る
。
柱
に
な
る
の
は
、
①
厚
 
 

生
、
共
済
、
国
民
の
各
年
金
を
 
 

〓
乃
化
し
、
現
役
時
代
の
所
得
 
 

に
応
じ
た
保
険
料
で
年
金
額
が
 
 

決
ま
る
所
得
比
例
年
金
と
す
る
 
 

②
現
役
時
代
に
所
得
が
低
か
っ
 
 

た
人
は
年
金
が
少
な
く
な
る
た
 
 

め
、
月
額
7
万
円
程
度
の
最
低
 
 

保
障
年
金
を
創
設
す
る
－
な
 
 

詳
細
不
明
、
評
価
は
困
難
 
 

ど
だ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
9
9
年
 
 

に
導
入
し
た
制
度
を
参
考
に
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
民
主
党
実
は
、
制
度
 
 

の
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
た
 
 

め
、
評
価
が
難
し
い
。
 
 
 

最
低
保
障
年
金
は
、
生
涯
の
 
 

平
均
年
収
が
6
0
0
万
円
か
ら
 
 

緩
や
か
に
減
額
し
、
－
2
0
0
 
 

万
円
超
に
は
支
払
わ
な
い
仕
組
 
 

み
だ
。
民
主
党
は
必
要
な
財
源
 
 

額
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
 
 

が
、
小
沢
代
表
は
「
1
9
兆
円
」
 
 

程
度
と
の
認
識
を
示
し
て
い
 
 

る
。
民
主
党
は
、
当
面
は
消
費
 
 

税
率
を
引
き
上
げ
ず
現
行
の
5
 
 ％

分
（
1
3
兆
円
強
）
を
す
べ
て
 
 

最
低
保
障
年
金
に
投
入
す
る
 
 

ー
と
し
て
い
る
が
、
不
足
す
 
 

る
6
兆
円
程
度
の
財
源
を
ど
う
 
 

確
保
す
る
か
明
確
で
は
な
い
。
 
 

「
生
涯
平
均
年
収
」
を
ど
う
把
 
 

握
す
る
か
も
不
明
だ
。
 
 
 

所
得
比
例
年
金
に
つ
い
て
 
 

も
、
自
営
業
者
に
は
厚
生
年
金
 
 

▼
朝
日
案
 
 
 

現
行
の
社
会
保
険
方
式
の
 
 

維
持
を
主
張
す
る
の
が
朝
日
 
 

新
聞
社
。
企
業
に
応
分
の
負
 
 

担
を
求
め
、
パ
ー
ト
労
働
者
へ
 
 

の
厚
生
年
金
適
用
を
拡
大
す
る
 
 

こ
と
で
、
老
後
保
障
を
手
厚
 
 

く
す
る
の
が
柱
だ
。
年
金
よ
 
 

り
も
医
療
・
介
護
の
財
源
確
 
 

保
を
重
視
し
て
い
る
点
が
特
 
 

徴
だ
。
 
 
 

消
費
税
率
具
体
論
な
し
 
 

の
労
使
折
半
の
よ
う
な
仕
阻
み
 
 

が
な
い
た
め
、
保
険
料
額
が
会
 
 

社
員
の
倍
に
な
る
と
い
う
問
題
 
 

が
残
る
。
ま
た
、
年
金
改
革
で
 
 

最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
 
 

る
、
現
行
制
度
か
ら
の
移
行
措
 
 

置
も
、
「
4
0
年
程
度
で
行
う
」
 
 

と
し
て
い
る
が
、
具
休
性
に
乏
 
 

し
い
。
 
 

た
だ
、
①
消
費
税
率
を
ど
こ
 
 

ま
で
上
げ
る
べ
き
か
な
ど
財
源
 
 

に
関
す
る
具
体
論
が
な
い
②
厚
 
 

生
年
金
適
用
拡
大
に
関
し
て
、
 
 

中
小
零
細
企
業
の
負
担
増
を
ど
 
 

う
考
え
る
か
が
不
明
③
現
行
2
5
 
 

年
の
受
給
資
格
期
間
短
縮
を
提
 
 

案
し
て
い
る
が
、
何
年
に
す
る
 
 

の
か
は
っ
き
り
し
な
い
 
ー
 
な
 
 

ど
、
あ
い
ま
い
さ
が
目
立
ち
、
 
 

具
休
的
な
改
革
案
に
な
っ
て
い
 
 

な
い
。
 
 
 




